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(57)【要約】
【課題】使用水が処理された後、外部に排出される廃水
をリサイクルすることにより、使用水処理装置の使用水
の処理品質が一定に維持されるようにすることができる
廃水再生装置を含む廃水リサイクル洗浄設備を提供する
。
【解決手段】洗浄液の異物をろ過するフィルター部を備
えた洗浄槽と、洗浄液の中に浸かるように前記被洗浄物
を昇降させる洗浄昇降駆動部を備えた洗浄装入部と、洗
浄液に圧力をかけて被洗浄物を洗浄し、洗浄液を循環さ
せる洗浄循環部と、廃洗浄液が流入して加熱された後、
蒸気の形で再び前記洗浄槽内の洗浄液の中に供給され、
廃洗浄液に化学的に結合された汚染物質は水分を奪われ
た状態で別途に保存されるように備えられた廃水再生装
置と、を含む廃水リサイクル洗浄設備であって、前記廃
水再生装置には加熱される廃洗浄液の温度を検出する再
生槽温度センサーと、保存された廃洗浄液の水位を検出
する廃水レベルゲージを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に洗浄液が収容され、上部が密閉されるように備えられ、内部に収容された洗浄液
の異物をろ過するフィルター部が備えられた洗浄槽と、
　前記洗浄槽の上部に備えられ、内部に引き込まれる被洗浄物が前記洗浄槽の内部に収容
された洗浄液の中に浸かるように前記被洗浄物を昇降させる洗浄昇降駆動部が備えられた
洗浄装入部と、
　前記洗浄槽と前記洗浄装入部の少なくともいずれかに備えられて被洗浄物に接触される
洗浄液に圧力をかけて被洗浄物を洗浄し、洗浄液を循環させる洗浄循環部と、
　前記洗浄槽とは別途に分離されるように備えられるが、前記洗浄槽から排出される廃洗
浄液が流入して加熱された後、蒸気の形で再び前記洗浄槽の内部の洗浄液の中に供給され
るように備えられ、廃洗浄液に化学的に結合された汚染物質は、水分を奪われた状態で別
途に保存されるように備えられた廃水再生装置と、
　を含み、
　前記廃水再生装置には、内部で加熱される廃洗浄液の温度を検出する再生槽温度センサ
ーと、内部に保存された廃洗浄液の水位を検出する廃水レベルゲージが備えられたことを
特徴とする廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項２】
　前記廃水再生装置は、
　前記洗浄槽から別途に分離されるように備えられるが、蒸気供給管を介して前記洗浄槽
に連結される再生槽と、
　前記再生槽に備えられて廃洗浄液を加熱する加熱ヒーターと、
　前記再生槽の一側に別途に分離されるように備えられて前記再生槽の下部に沈殿される
廃水スラッジが外部に排出されるようにし、これを外部で収容する廃スラッジ排出アセン
ブリと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項３】
　前記洗浄循環部は、
　前記洗浄槽の内部に備えられたスプレーノズルと、
　前記洗浄槽の内部に収容された洗浄液の一部が抽出されて前記スプレーノズルを介して
噴射されるように前記洗浄槽と前記スプレーノズルとの間に備えられたスプレーポンプを
含むことを特徴とする請求項１に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項４】
　前記再生槽は複数本備えられて、前記洗浄槽にまず連結された再生槽で加熱処理された
廃洗浄液が他の再生槽へ順次流入されるように備えられたことを特徴とする請求項２に記
載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項５】
　前記廃スラッジ排出アセンブリは、前記複数の再生槽のいずれかに選択的に着脱可能に
結合される廃スラッジタンクを含むことを特徴とする請求項４に記載の廃水リサイクル洗
浄設備。
【請求項６】
　前記廃水再生装置は、前記再生槽の内部に保存された廃水が加熱されて上がってくる水
蒸気から蒸気バブルが除去されるように前記再生槽の内部に備えられたバブル除去ユニッ
トをさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項７】
　前記スプレーノズルは、前記洗浄装入部の内部にも備えられ、前記洗浄槽の一側には、
隔壁によって区画され、内部に収容された再生洗浄液が前記洗浄装入部の内部に備えられ
たスプレーノズルを介して供給されるように再生洗浄液循環配管が連結された再生洗浄液
貯留槽が備えられ、前記再生洗浄液貯留槽の内部には、前記蒸気供給管に連結された再生
曝気ノズルが備えられたことを特徴とする請求項２に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
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【請求項８】
　前記洗浄槽の内部には、前記蒸気供給管に連結された洗浄熱交換部が備えられたことを
特徴とする請求項２に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項９】
　前記蒸気供給管は、前記洗浄装入部の内部に備えられたスプレーノズルを介して蒸気を
供給するように前記スプレーノズルが備えられたスプレー配管にも連結されたことを特徴
とする請求項２に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項１０】
　前記洗浄装入部の後方には、前記洗浄槽で洗浄が完了した被洗浄物が前記洗浄装入部に
上昇して追加でシャワー洗浄された後、移送されて乾燥される乾燥チャンバーが備えられ
、
　前記蒸気供給管は、前記乾燥チャンバーの内部に備えられた蒸気噴射ノズルを介して蒸
気を供給するように、前記蒸気噴射ノズルが備えられた蒸気ノズル配管にも連結されたこ
とを特徴とする請求項２に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項１１】
　前記廃水再生装置と前記洗浄装入部との間には、前記廃水再生装置の圧力よりも低い圧
力に維持され、前記バブル除去ユニットが内部にさらに設けられた追加バブル除去装置が
備えられたことを特徴とする請求項６に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項１２】
　前記再生槽の内部で上部には少なくとも一つ以上の区画プレートに隔離された少なくと
も一つ以上の多段バブル除去室が備えられ、前記多段バブル除去室には、内部の圧力を順
次下げるように蒸気の排出量を調節するバブル除去バルブが備えられた蒸気配管が連結さ
れたことを特徴とする請求項２に記載の廃水リサイクル洗浄設備。
【請求項１３】
　前記再生槽には前記再生槽の内部の圧力を検出する圧力ゲージが備えられ、
　前記再生槽には前記再生槽の内部の圧力が許容圧力より低くなると、再び許容圧力以上
に回復されるようにする復圧チェックバルブが備えられたことを特徴とする請求項２に記
載の廃水リサイクル洗浄設備。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃水再生装置を含む廃水リサイクル洗浄設備に関し、より詳細には、金属製
品のような被洗浄物が工業用水やアルカリ用水のような洗浄液の中に浸かるようにして被
洗浄物を洗浄する洗浄槽やメッキ槽、または浄化槽などに連結されて廃水を再活用できる
廃水再生装置を含む廃水リサイクル洗浄設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、各種の産業現場で使用される機械装置及び装備などの金属製品は、製造加工
や組立手順を経た後に、洗浄装置の洗浄槽の内部に収容された洗浄液の中に浸かるように
して洗浄処理される。
【０００３】
　このような洗浄装置の一例が、大韓民国実用新案登録番号第２０－０２５５０８６号（
２００１年１１月１２日登録、以下、「特許文献１」という）等に開示されている。
【０００４】
　従来技術による洗浄装置１０は、図１に示すように、内部に洗浄液が収容された洗浄槽
２０と、洗浄液の温度を高めて被洗浄物１を洗浄する能力が向上されるように洗浄槽２０
の内部に延長して洗浄槽２０に一体に備えられた電気ヒーター１９を含む。
【０００５】
　未説明符号の２１はフィルタ部、２３は温度センサー、２５はレベルセンサー、３０は
被洗浄物装入部、３１はドア昇降駆動部、３３は洗浄昇降駆動部、１１はスプレーノズル
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、１３はスプレー配管、１５は手動弁、１７は電磁弁である。
【０００６】
　一方、洗浄槽の他にもメッキ槽や浄化槽などを含む設備には、内部に収容された使用水
が処理された後、外部に排出される廃水を処理するための手段を備えることができる。
【０００７】
　しかし、従来技術による洗浄槽、めっき槽、浄化槽などを含む設備は、使用水の処理回
数が増加するほど使用水が汚染され、汚染が一定水準を超えると、処理能力が低下したり
、汚染された使用水が残存して二次汚染を引き起こす可能性があるので、使用水の処理品
質が低下されることができるという問題点がある。
【０００８】
　また、使用水の清浄度を維持し、使用水の処理品質を一定に維持するためには、使用水
を周期的に交替しなければならないなど維持管理が面倒で、かつコストが増加されること
ができるという問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】韓国登録実用新案第２０－０２５５０８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、洗浄槽やメッキ槽、または浄化槽などに連結されて使用水が処理され
た後、外部に排出される廃水をリサイクルすることにより、使用水処理装置の使用水の処
理品質が一定に維持されるようにすることができる廃水再生装置及びそれを含む廃水リサ
イクル洗浄設備を提供することである。
【００１１】
　また、維持管理が容易になり、コストが節減されることができる廃水再生装置及びそれ
を含む廃水リサイクル洗浄設備を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記目的を達成するため、本発明による廃水再生装置は、外部装置から排出される廃水
が内部に流入されて保存されるように下部には廃水流入管が連結され、内部に保存された
廃水が加熱された後、蒸気の形で再び外部装置の内部の使用水の中に供給されるように上
部には蒸気供給管が連結され、前記廃水流入管には、廃水流入ポンプが備えられた再生槽
と、前記再生槽に備えられて廃水を加熱する加熱ヒーターと、前記再生槽の下部に沈殿さ
れる廃水スラッジが外部に排出されるように前記再生槽の下部に備えられた廃スラッジ排
出アセンブリと、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　ここで、前記再生槽の内部に保存された廃水が加熱されて上がってくる水蒸気から蒸気
バブルが除去されるように前記再生槽の内部に備えられたバブル除去ユニットをさらに含
むことが好ましい。
【００１４】
　前記バブル除去ユニットは、水蒸気の蒸気バブルが物理的に衝突されて爆発するように
前記再生槽の内壁に相互交差して設けられた複数の防護プレートと水蒸気の蒸気バブルを
高温で爆発させるバブル除去ヒーターの少なくともいずれか一つであることが好ましい。
【００１５】
　前記再生槽には、前記再生槽の内部に保存された廃水の水位を検出する廃水レベルゲー
ジが備えられ、前記廃水レベルゲージは、前記再生槽の内部に保存された廃水が加熱され
ることによって水位が不均一になることを防止するレベル安定化カバーによって保護され
ることが好ましい。
【００１６】
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　前記再生槽には、前記再生槽の内部の圧力を検出する圧力ゲージが備えられ、前記再生
槽には、前記再生槽の内部の圧力が許容圧力より低くなると、再び許容圧力以上に回復さ
れるようにする復圧チェックバルブが備えられることが好ましい。
【００１７】
　そして、前記再生槽の内部で前記蒸気供給管が連結された部位には、前記バブル除去ユ
ニットによっても完全に除去されなかった蒸気バブルまたは液状物質が、遠心力によって
旋回しながら円錐壁に沿って下降され、蒸気バブルまたは液状の物質が分離された純粋な
蒸気だけが前記蒸気供給管に上昇流入されるようにする液状分離部が備えられることが好
ましい。
【００１８】
　一方、前記目的を達成するため、本発明による廃水リサイクル洗浄設備は、内部に洗浄
液が収容され、上部が密閉されるように備えられ、内部に収容された洗浄液の異物をろ過
するフィルター部が備えられた洗浄槽と、前記洗浄槽の上部に備えられ、内部に引き込ま
れる被洗浄物が前記洗浄槽の内部に収容された洗浄液の中に浸かるように前記被洗浄物を
昇降させる洗浄昇降駆動部が備えられた洗浄装入部と、前記洗浄槽と前記洗浄装入部の少
なくともいずれかに備えられて被洗浄物に接触される洗浄液に圧力をかけて被洗浄物を洗
浄して洗浄液を循環させる洗浄循環部と、前記洗浄槽とは別途に分離されるように備えら
れるが、前記洗浄槽から排出される廃洗浄液が流入して加熱された後、蒸気の形で再び前
記洗浄槽の内部の洗浄液の中に供給されるように備えられ、廃洗浄液に化学的に結合され
た汚染物質は、水分を奪われた状態で別途に保存されるように備えられた廃水再生装置と
、を含むことを特徴とする。
【００１９】
　ここで、前記廃水再生装置は、前記洗浄槽から別途に分離されるように備えられるが、
蒸気供給管を介して前記洗浄槽に連結される再生槽と、前記再生槽に備えられて廃洗浄液
を加熱する加熱ヒーターと、前記再生槽の一側に別途に分離されるように備えられて前記
再生槽の下部に沈殿される廃水スラッジが外部に排出されるようにし、これを外部から収
容する廃スラッジ排出アセンブリを含むことが好ましい。
【００２０】
　前記洗浄循環部は、前記洗浄槽の内部に備えられたスプレーノズルと、前記洗浄槽の内
部に収容された洗浄液の一部が抽出されて前記スプレーノズルを介して噴射されるように
、前記洗浄槽と前記スプレーノズルとの間に備えられたスプレーポンプを含むことが好ま
しい。
【００２１】
　前記再生槽は、複数本が備えられ、前記洗浄槽に先に連結された再生槽で加熱処理され
た廃洗浄液が、他の再生槽へ順次流入するように備えられることが好ましい。
【００２２】
　前記廃スラッジ排出アセンブリは、前記複数の再生槽のうちのいずれかに選択的に着脱
可能に結合される廃スラッジタンクを含むことが好ましい。
【００２３】
　前記廃水再生装置は、前記再生槽の内部に保存された廃水が加熱されて上がってくる水
蒸気から蒸気バブルが除去されるように前記再生槽の内部に備えられたバブル除去ユニッ
トをさらに含むことが好ましい。
【００２４】
　前記スプレーノズルは、前記洗浄装入部の内部にも備えられ、前記洗浄槽の一側には、
隔壁によって区画され、内部に収容された再生洗浄液が、前記洗浄装入部の内部に備えら
れたスプレーノズルを介して供給されるように再生洗浄液の循環配管が連結された再生洗
浄液貯留槽が備えられ、前記再生洗浄液貯留槽の内部には、前記蒸気供給管に連結された
再生曝気ノズルが備えられることが好ましい。
【００２５】
　前記洗浄槽の内部には、前記蒸気供給管に連結された洗浄熱交換部が備えられることが
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好ましい。
【００２６】
　前記蒸気供給管は、前記洗浄装入部の内部に備えられたスプレーノズルを介して蒸気を
供給するように、前記スプレーノズルが備えられたスプレー配管にも連結されたことが好
ましい
【００２７】
　前記洗浄装入部の後方には、前記洗浄槽で洗浄が完了した被洗浄物が、前記洗浄装入部
に上昇して追加でシャワー洗浄された後、移送されて乾燥される乾燥チャンバーが備えら
れ、前記蒸気供給管は、前記乾燥チャンバーの内部に備えられた蒸気噴射ノズルを介して
蒸気を供給するように、前記蒸気噴射ノズルが備えられた蒸気ノズル配管にも連結された
ことが好ましい。
【００２８】
　前記廃水再生装置及び前記洗浄装入部の間には、前記廃水再生装置の圧力よりも低い圧
力に維持され、前記バブル除去ユニットが内部にさらに設けられた追加バブル除去装置が
備えられることが好ましい。
【００２９】
　そして、前記再生槽の内部で上部には少なくとも一つ以上の区画プレートに隔離された
少なくとも一つ以上の多段バブル除去室が備えられ、前記多段バブル除去室には、内部の
圧力を順次下げるように蒸気の排出量を調節するバブル除去バルブが備えられた蒸気配管
が連結されたことが好ましい。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、洗浄槽やメッキ槽、または浄化槽などに連結されて使用水が処理され
た後、外部に排出される廃水をリサイクルすることにより、使用水処理装置の使用水の処
理品質が一定に維持されるようにすることができる廃水再生装置及びそれを含む廃水リサ
イクル洗浄設備を提供することができる。
【００３１】
　また、維持管理が容易になり、コストを節減できる廃水再生装置及びそれを含む廃水リ
サイクル洗浄設備を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】従来技術による洗浄装置の概略的な構成を示す構成図である。
【図２】本発明の第１の実施例による廃水再生装置が適用された廃水リサイクル洗浄設備
の概略的な構成を示す構成図である。
【図３】本発明の第２の実施例による廃水再生装置が適用された廃水リサイクル洗浄設備
の概略的な構成を示す構成図である。
【図４】本発明の第２の実施例による廃水再生装置が適用された廃水リサイクル洗浄設備
の概略的な構成を示す構成図である。
【図５】本発明の第３の実施例による廃水再生装置が適用された廃水リサイクル洗浄設備
の概略的な構成を示す構成図である。
【図６】本発明の第４の実施例による廃水再生装置の概略的な構成を示す構成図である。
【図７】本発明の第５の実施例による廃水リサイクル洗浄設備の概略的な構成を示す構成
図である。
【図８】本発明の第６の実施例による廃水リサイクル洗浄設備の概略的な構成を示す構成
図である。
【図９】本発明の第７の実施例による廃水リサイクル洗浄設備の概略的な構成を示す構成
図である。
【図１０】本発明の第８の実施例による廃水リサイクル洗浄設備の概略的な構成を示す構
成図である。
【図１１】本発明の第９の実施例による廃水リサイクル洗浄設備の概略的な構成を示す構
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成図である。
【図１２】本発明の第１０の実施例による廃水リサイクル洗浄設備の概略的な構成を示す
構成図である。
【図１３】本発明の第１１の実施例による廃水リサイクル洗浄設備の概略的な構成を示す
構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　説明に先立って、様々な実施例において、同一の構成要素については同一の参照番号を
付与し、同一の構成要素については第１の実施例で代表的に説明し、他の実施例では省略
することができる。
【００３４】
　以下、添付図面を参照して、本発明について詳細に説明する。
【００３５】
（実施例１）
【００３６】
　本発明の第１の実施例による廃水再生装置１００が適用された廃水リサイクル洗浄設備
は、図２に示すように、廃水再生装置１００、洗浄槽２１０、洗浄装入部２２０、洗浄循
環部２３０からなる洗浄装置２００を含む。
【００３７】
　洗浄槽２１０は、図２に示すように、内部に洗浄液が収容され、上部が密閉されるよう
に備えられ、内部に収容された洗浄液の異物をろ過するフィルター部２１１が備えられる
。
【００３８】
　このとき、洗浄槽２１０の内部に収容される洗浄液は、工業用水やアルカリ用水などで
もよい。
【００３９】
　本発明による洗浄槽２１０には、内部に収容された洗浄液の一部を取り出すことができ
るように一側に連結された洗浄液取り出し管２１３と、内部に収容された洗浄液の温度を
検出する洗浄槽温度センサー２１５と、洗浄液の水位を検出する洗浄槽レベルセンサー２
１７と、洗浄液の汚染度を測定する洗浄槽汚染測定センサー２１９が備えられることが好
ましい。一方、洗浄槽温度センサー２１５、洗浄槽汚染測定センサー２１９、及び洗浄槽
レベルセンサー２１７は、制御部５９に連結される。
【００４０】
　これにより、洗浄槽温度センサー２１５または洗浄槽汚染測定センサー２１９で検出さ
れた結果に基づいて、制御部５９が廃水再生装置１００の後述する廃水流入ポンプ１１３
と加熱ヒーター１２０の作動を制御することにより、洗浄液の目標清浄度と目標温度を管
理することができ、洗浄槽レベルセンサー２１７で検出された結果に基づいて、制御部５
９が廃水流入ポンプ１１３の作動を制御することにより、洗浄液の適正水位を管理するこ
とができる。
【００４１】
　洗浄装入部２２０は、図２に示すように、洗浄槽２１０の上部に備えられ、前方にはド
ア昇降駆動部２２１によって昇降されて洗浄装入部２２０を開閉するドア２２３が備えら
れ、内部に引き込まれる金属製品などの被洗浄物１が洗浄槽２１０の内部に収容された洗
浄液の中に浸かるように被洗浄物１を昇降させる洗浄昇降駆動部２２５が備えられる。
【００４２】
　本発明による洗浄槽２１０の上部は、密閉されるように備えられるが、洗浄装入部２２
０と連通されるように備えられることが好ましい。
【００４３】
　洗浄昇降駆動部２２５には、洗浄装入部２２０の内部に引き込まれた被洗浄物１が定着
される昇降キャリッジ２２７が装着される。　
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【００４４】
　洗浄循環部２３０は、スプレー配管２３１と、スプレーノズル２３３と、スプレーポン
プ２３５と、を含む。
【００４５】
　スプレーノズル２３３は、洗浄槽２１０の内部に備えられる。
【００４６】
　本発明によるスプレーノズル２３３は、洗浄槽２１０の内部だけでなく、洗浄装入部２
２０の内部にも備えられることが好ましい。
【００４７】
　これにより、洗浄装入部２２０の内部に引き込まれた被洗浄物１が洗浄昇降駆動部２２
５の駆動により洗浄槽２１０に下降されて洗浄液の中に浸かった後、洗浄液の中で下部の
スプレーノズル２３３を介して噴射される洗浄液によってあらかじめ一度洗浄された後に
洗浄昇降駆動部２２５の駆動により洗浄槽２１０から上昇して洗浄装入部２２０の内部か
ら外部に搬出される前に洗浄装入部２２０の内部で上部のスプレーノズル２３３を介して
噴射される洗浄液によって再び洗浄されるようにすることができる。
【００４８】
　スプレー配管２３１は、スプレーポンプ２３５の作動により洗浄槽２１０の内部の洗浄
液がスプレーノズル２３３を介して噴射されるように洗浄槽２１０とスプレーノズル２３
３との間を連結して洗浄液が流動される通路を提供する。
【００４９】
　本発明によるスプレー配管２３１は、洗浄装入部２２０の内部に延長された上部配管と
洗浄槽２１０の内部に延長された下部配管から構成されたことが好ましい。
【００５０】
　スプレーポンプ２３５は、洗浄槽２１０の内部に収容された洗浄液の一部が抽出されて
、スプレーノズル２３３を介して噴射されるように洗浄槽２１０とスプレーノズル２３３
との間に備えられる。
【００５１】
　本発明によるスプレーポンプ２３５は、制御部５９の制御によりスプレーノズル２３３
を介して洗浄液が噴射されるように、スプレー配管２３１の上部配管及び下部配管が互い
に分岐する地点に備えられることが好ましい。このとき、洗浄槽２１０からスプレーポン
プ２３５まで連結されたスプレー配管２３１には、手動弁５１が備えられたことが好まし
く、スプレーポンプ２３５からスプレーノズル２３３まで連結された上部配管及び下部配
管でスプレーポンプ２３５に隣接した位置には、それぞれ制御部５９によって制御される
ソレノイドバルブなどの電磁弁５５が備えられることが好ましい。
【００５２】
　これにより、洗浄槽２１０の内部に収容された洗浄液がスプレー配管２３１に流入され
ることを手動バルブ５１を介して開閉することができ、スプレー配管２３１の上部配管及
び下部配管にそれぞれ備えられた電磁弁５５の少なくともいずれか一つを制御部５９を介
して制御することにより、洗浄液が上部のスプレーノズル２３３及び下部のスプレーノズ
ル２３３の少なくともいずれか一つを介して噴射されるようにスプレー配管２３１での洗
浄液の流れ方向を制御することができる。
【００５３】
　一方、本発明による電磁弁５５は、場合によって、手動弁５１に置き換えてもよい。
【００５４】
　廃水再生装置１００は、図２に示すように、洗浄槽２１０とは別途に分離されるように
備えられるが、洗浄槽２１０から排出される廃洗浄液が流入して加熱された後、水蒸気の
形で再び洗浄槽２１０内部の洗浄液中に供給されるように備えられ、廃洗浄液に化学的に
結合された汚染物質は、水分を奪われた状態で別途に保存されるように備えられる。
【００５５】
　より具体的に、廃水再生装置１００は、図２に示すように、洗浄槽２１０から別途に分



(9) JP 2017-192941 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

離備えられた再生槽１１０と、再生槽１１０及び洗浄槽２１０の下部を連結する廃水流入
管１１１と、廃水流入管１１１上に備えられた廃水流入ポンプ１１３と、再生槽１１０及
び洗浄槽２１０の上部を連結して、洗浄槽２１０の内部で下部に位置されるように延長さ
れた蒸気供給管１１７と、再生槽１１０に備えられて再生槽１１０の内部に流入される廃
洗浄液を加熱する加熱ヒーター１２０と、再生槽１１０に備えられた再生槽温度センサー
１３０と、再生槽１１０の下部に沈殿される廃水スラッジが外部に排出されるように再生
槽１１０の下部に備えられた廃スラッジ排出アセンブリ１７０と、を含む。
【００５６】
　廃スラッジ排出アセンブリ１７０は、再生槽１１０の下部に連結された排出配管１７１
と、再生槽１１０の一側に別途に分離して備えられた排出タンク１７３と、排出タンク１
７３に備えられた廃スラッジポンプ１７４と、再生槽１１０から廃スラッジの排出流れが
選択的に開閉されるように再生槽１１０および廃スラッジポンプ１７４の間に備えられた
電磁弁５５を含む。
【００５７】
　これにより、被洗浄物１を洗浄する間に汚染された廃洗浄液が廃水流入ポンプ１１３の
作動により洗浄槽２１０から廃水流入管１１１を介して再生槽１１０の内部に流入される
と、加熱ヒーター１２０が作動して廃洗浄液が再生槽１１０内で加熱及び蒸発されて、純
粋な水の成分は、水蒸気の形で再び蒸気供給管１１７を介して洗浄槽２１０の内部の洗浄
液の中に供給され、残りの汚染物質は、水分を奪われた状態で排出タンク１７３に保存さ
れるようにすることができる。
【００５８】
　また、廃水再生装置１００の加熱ヒーター１２０によって加熱および蒸発されて、蒸気
供給管１１７を介して洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中に再び供給される水蒸気は、その
温度が高温で洗浄槽２１０内部の洗浄液を蒸気供給管１１７を介して間接的に加熱させる
ことができる。そして、洗浄液を間接的に加熱させる間に熱を奪われた水蒸気は、洗浄液
の中で凝縮されて洗浄液の中に含まれることにより、水の外部からの追加的な供給を最小
化させることができる。
【００５９】
　一方、再生槽１１０には、内部に収容された廃洗浄液の汚染度を測定する汚染測定セン
サー１６５がさらに備えられることが好ましい。
【００６０】
　これにより、再生槽１１０の内部に収容された廃洗浄液の汚染度に応じて、制御部５９
が廃水流入ポンプ１１３及び加熱ヒーター１２０などの廃水再生装置１００の各構成要素
の作動をより精密に制御することができる。
【００６１】
　洗浄槽汚染測定センサー２１９と汚染測定センサー１６５とは、ｐＨセンサーで備えら
れることができる。
【００６２】
　一方、再生槽１１０には、圧力センサーがさらに備えられて加熱ヒーター１２０の作動
によって発生する水蒸気の量を内部の圧力検出を介してセンシングして蒸気供給管１１７
に備えられた電磁弁５５を制御部５９が制御することにより、再生槽１１０の内部の水蒸
気量と洗浄槽２１０の内部に供給される水蒸気量を調節するようにすることができる。
【００６３】
　廃水流入ポンプ１１３は、洗浄槽２１０から廃洗浄液が排出されて再生槽１１０に流入
されるように洗浄槽２１０と再生槽１１０との間に備えられる。
【００６４】
　加熱ヒーター１２０は、再生槽１１０の内部に流入される廃洗浄液中の水成分が加熱に
よって水蒸気の形に変わって自然対流方式で蒸気供給管１１７を介して洗浄槽２１０の内
部の洗浄液の中に曝気（ａｅｒａｔｉｏｎ）されるように再生槽１１０に備えられて廃洗
浄液を加熱する。
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【００６５】
　このとき、蒸気供給管１１７を介して洗浄液の内部に供給される水蒸気の気泡が洗浄液
の中で渦流を形成して洗浄液で被洗浄物１を洗浄する能力が向上されるように、蒸気供給
管１１７から洗浄槽２１０の内部に延長されて洗浄液の中に浸かる端部には、外周面上に
複数の孔が形成された曝気ノズル１１９が備えられることが好ましい。
【００６６】
　本発明による加熱ヒーター１２０は、再生槽１１０の内部に流入された廃洗浄液の温度
を高めて廃洗浄液が加熱及び蒸発されるように再生槽１１０の内部に延長して再生槽１１
０に電気ヒーターで備えられることができる。
【００６７】
　一方、廃水流入管１１１のうち、洗浄槽２１０から廃水流入ポンプ１１３まで連結する
配管上に手動弁５１が備えられ、廃水流入ポンプ１１３から再生槽１１０まで連結する配
管上には電磁弁５５が備えられ、蒸気供給管１１７上には電磁弁５５が備えられる。
【００６８】
　これにより、廃水流入管１１１上に備えられた電磁弁５５と廃水流入ポンプ１１３が制
御部５９によって制御されることにより、洗浄槽２１０の内部に収容されているが、洗浄
が行われる間、汚染された廃洗浄液が再生槽１１０の内部に流入されることを選択的に制
御することができ、蒸気供給管１１７上に備えられた電磁弁５５が制御部５９によって制
御されることにより、再生槽１１０の内部で廃洗浄液が加熱及び蒸発して発生された水蒸
気が洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中に供給されることを選択的に制御することができる
。
【００６９】
　再生槽温度センサー１３０は、加熱ヒーター１２０によって加熱される廃洗浄液の温度
を検出するように再生槽１１０に備えられる。
【００７０】
　これにより、再生槽温度センサー１３０、又は汚染測定センサー１６５と後述する廃水
レベルゲージ１４０で検出された結果に基づいて、制御部５９が廃水流入ポンプ１１３、
廃スラッジポンプ１７４及び電磁弁５５の動作を制御することにより、洗浄液の目標清浄
度と目標温度を精密に管理することができる。
【００７１】
　一方、本発明による排出タンク１７３は、再生槽１１０の下部に備えられた排出配管１
７１を介して再生槽１１０に着脱可能に結合されるように備えられることが好ましい。
【００７２】
　このために排出タンク１７３に連結された排出配管１７１は、再生槽１１０の下部に連
結された排出配管１７１に着脱可能に結合されることが好ましい。
【００７３】
　排出タンク１７３に連結された排出配管１７１と再生槽１１０の下部に連結された排出
配管１７１は、フランジやネジ継手等を介して相互に結合することができる。
【００７４】
　一方、排出配管１７１には、廃スラッジポンプ１７４と電磁弁５５とが備えられる。
【００７５】
　これにより、電磁弁５５が制御部５９によって制御されることにより、再生槽１１０の
内部で廃洗浄液が加熱および蒸発されて水分を奪われた状態になった廃スラッジが選択的
に排出または排出遮断されるようにすることができ、排出タンク１７３が排出配管１７１
を介して再生槽１１０に連結された状態では、廃スラッジポンプ１７４が制御部５９によ
って制御されることにより、再生槽１１０の内部の廃スラッジが排出タンク１７３に流入
されて保存されるようにすることができる。
【００７６】
　廃スラッジポンプ１７４は、再生槽１１０から廃スラッジが排出されて排出タンク１７
３に流入するように排出タンク１７３に備えられる。
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【００７７】
　すなわち、本発明による排出タンク１７３、排出配管１７１および廃スラッジポンプ１
７４は、再生槽１１０の下部に備えられ、電磁弁５５が備えられた排出配管１７１に着脱
可能に結合されるように一体に備えられることが好ましい。
【００７８】
　一方、本発明による再生槽１１０には、内部に流入された廃洗浄液の水位を検出する廃
水レベルゲージ１４０が備えられることが好ましい。
【００７９】
　これにより、廃水レベルゲージ１４０で検出された結果に基づいて、制御部５９が廃水
流入ポンプ１１３、廃スラッジポンプ１７４、及び電磁弁５５の作動を制御することによ
り、廃洗浄液の適正水位を管理することができる。
【００８０】
　このような構成により、本発明の第１の実施例による廃水再生装置１００が適用された
廃水リサイクル洗浄設備が作動される過程を図２を参照して説明すると、次の通りである
。
【００８１】
　まず、洗浄装入部２２０のドア昇降駆動部２２１が作動してドア２２３が開放された状
態で、被洗浄物１が洗浄装入部２２０の内部に引き込まれると、ドア２２３は、ドア昇降
駆動部２２１の駆動により下降及び閉鎖されて洗浄装入部２２０の内部空間が外部から密
閉されるようにする。
【００８２】
　次に、洗浄昇降駆動部２２５の駆動により昇降キャリッジ２２７が洗浄槽２１０に下降
されて、被洗浄物１が洗浄液の中に浸かるようにする。
【００８３】
　そして、手動弁５１が開いた状態でスプレー配管２３１の下部配管に備えられた電磁弁
５５を開放し、スプレーポンプ２３５が作動するようにして洗浄槽２１０の内部で下部に
位置されるように延長されたスプレーノズル２３３を介して洗浄液が被洗浄物１にスプレ
ー噴射されるようにする。
【００８４】
　被洗浄物１が洗浄液の中に浸かった後に一定時間が経過すると、洗浄昇降駆動部２２５
の駆動により被洗浄物１が洗浄槽２１０から上昇して再び洗浄装入部２２０の内部に引き
込まれるようにし、手動バルブ５１が開いた状態でスプレー配管２３１の上部配管に備え
られた電磁弁５５を開放して、スプレーポンプ２３５が作動するようにして洗浄装入部２
２０の内部に延長されたスプレーノズル２３３を介して洗浄液が被洗浄物１にスプレー噴
射されるようにする。
【００８５】
　洗浄装入部２２０でスプレー洗浄を完了した被洗浄物１は、ドア昇降駆動部２２１の駆
動によりドア２２３が開放されると、洗浄装入部２２０の外部に搬出される。
【００８６】
　被洗浄物１の洗浄は、前述した過程を介して行われる。しかし、洗浄槽２１０の内部に
収容された洗浄液は、前述した洗浄過程が繰り返し行われることによって徐々に異物が増
加されて汚染度が増加されることになり、洗浄能力が低下する。
【００８７】
　このとき、洗浄液の温度を検出する洗浄槽温度センサー２１５で検出された結果に基づ
いて制御部５９は、検出された温度が設定温度よりも低いと、洗浄液の汚染度が基準値以
上であると判断して、廃水再生装置１００の廃水流入ポンプ１１３及び加熱ヒーター１２
０などが作動するように制御したり、洗浄槽汚染測定センサー２１９で検出された洗浄液
の汚染度が基準値以上であれば、廃水再生装置１００の廃水流入ポンプ１１３及び加熱ヒ
ーター１２０などが作動したりするように制御することができる。
【００８８】
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　より具体的には、廃水流入ポンプ１１３の作動により洗浄槽２１０から廃洗浄液が廃水
流入管１１１を介して再生槽１１０に流入されると、制御部５９は、加熱ヒーター１２０
を作動させて廃洗浄液が再生槽１１０内で加熱及び蒸発されて水蒸気になるようにし、発
生された水蒸気は、蒸気供給管１１７を介して洗浄槽２１０の内部に再び供給されるよう
に洗浄液の温度を再び昇温させる。
【００８９】
　一方、再生槽１１０内での水蒸気の発生による廃洗浄液の水位低下は、廃水レベルゲー
ジ１４０を介して検出されて廃水流入ポンプ１１３の作動によって自動的に補充されるよ
うにする。しかし、このような補充が数十回反復されると、再生槽１１０内の廃洗浄液の
汚染濃度がさらに高くなるので、沸点も高くなる。
【００９０】
　このとき、再生槽温度センサー１３０を介して廃洗浄液の温度が基準温度に到達したも
のと検出されたり、汚染測定センサー１６５で検出された廃洗浄液の汚染度が基準値以上
であると制御部５９が判断したりすると、廃スラッジポンプ１７４を作動させて廃スラッ
ジが排出タンク１７３に保存されるようにする。
【００９１】
　これにより、洗浄液が継続的に浄化及び循環されて洗浄液の清浄度が一定に維持される
ように、廃水再生装置１００が洗浄槽２１０とは別途に分離されるように廃水リサイクル
洗浄設備が設けられることにより、洗浄液の汚染を防止して被洗浄物１の洗浄品質が一定
に維持されるようにすることができるとともに、洗浄液をいちいち交換する必要がないよ
うに廃水リサイクル洗浄設備が設けられることにより維持管理が容易になり、廃水発生の
最小化及び節水などを介してコストが節減されるようにすることができる。
【００９２】
（実施例２）
【００９３】
　本発明の第２の実施例による廃水再生装置１００が適用された廃水リサイクル洗浄設備
は、廃水再生装置１００の再生槽１１０、１１０’が複数本備えられて洗浄槽２１０に先
に連結された再生槽１１０で加熱処理された廃洗浄液が他の再生槽１１０’に順次流入さ
れるように備えられるのが、第１の実施例との相違点である。
【００９４】
　より具体的に、本発明の第２の実施例による廃水再生装置１００は、図３及び図４に示
すように、廃水流入管１１１を介して洗浄槽２１０に先に連結された１次再生槽１１０と
、１次再生槽１１０に廃水伝達管１１４を介して直列形態で連結された２次再生槽１１０
’と、を含む。
【００９５】
　一方、再生槽温度センサーは、第１の再生槽温度センサー１３０と第２の再生槽温度セ
ンサー１３０’に区分され、第１の再生槽温度センサー１３０は、１次再生槽１１０の内
部にある廃洗浄液の温度を検出し、第２の再生槽温度センサー１３０’は、２次再生槽１
１０’の内部にある廃洗浄液の温度をそれぞれ検出する。
【００９６】
　これにより、制御部５９は、第１の再生槽温度センサー１３０及び第２の再生槽温度セ
ンサー１３０’で検出された結果に基づいて、１次再生槽１１０及び２次再生槽１１０’
の内部の廃洗浄液の温度をそれぞれ独立に制御することができる。
【００９７】
　本発明の第２の実施例による再生槽は、二つ備えられたものと説明したが、再生槽は、
３つ以上が備えられて相互直列形態で連結されうる。また、それぞれの再生槽には、加熱
ヒーター、再生槽温度センサー、廃水レベルゲージ、汚染測定センサーなどがそれぞれ個
別に備えられて廃洗浄液が各再生槽を経る間に、廃スラッジの濃度はますます高くなった
状態となって、最終末端の再生槽では、濃度が最も高くなった廃スラッジが排出タンク１
７３に排出されるようにすることができる。
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【００９８】
　一方、本発明による排出タンク１７３は、複数の再生槽１１０、１１０’のいずれかに
選択的に着脱可能に結合されるように備えられることもできる。
【００９９】
　図３は、排出タンク１７３が２次再生槽１１０’に連結された状態を示す図であり、図
４は、排出タンク１７３が、１次再生槽１１０に連結された状態を示す図である。
【０１００】
　これにより、再生槽温度センサー１３０を介して１次再生槽１１０の内部にある廃洗浄
液の温度が基準温度に到達したことを検出すると、廃水伝達管１１４上に備えられた廃水
流入ポンプ１１３を作動させて廃洗浄液が２次再生槽１１０’に流入されるようにして２
次再生槽１１０’から水分を奪った後、廃スラッジが排出タンク１７３に保存されるよう
にすることにより、１次再生槽１１０内で水蒸気が発生されることによる廃洗浄液の水位
低下時、廃洗浄液の反復的な補充に起因する汚染度の上昇を追加に防止することができ、
また、洗浄液が継続的に浄化及び循環されて洗浄液の清浄度が一定に維持されるように廃
水再生装置１００が設けられることにより、洗浄液の汚染を防止して被洗浄物１の洗浄品
質が一定に維持されるようにすることができる。
【０１０１】
　そして、図３及び図４に説明されていない構成は、第１の実施例と同様なので、詳細な
説明は省略する。
【０１０２】
（実施例３）
【０１０３】
　本発明の第３の実施例による廃水再生装置１００が適用された廃水リサイクル洗浄設備
は、廃水再生装置１００の再生槽１１０、１１０’が複数本備えられるが、相互並列的に
連結され、排出タンク１７３が複数の再生槽１１０、１１０’のいずれかに選択的に着脱
可能に結合されても廃スラッジ合気管１７２を介して他の再生槽１１０にもすべて並列的
に連結されるように備えられるのが、第１の実施例または第２の実施例との相違点である
。
【０１０４】
　より具体的に、本発明の第３の実施例による廃水再生装置１００は、図５に示すように
、廃水流入管１１１を介して洗浄槽２１０に先に連結された１次再生槽１１０と、１次再
生槽１１０に廃水伝達管１１４を介して連結された２次再生槽１１０’を含むが、２次再
生槽１１０’に連結された排出タンク１７３が廃スラッジ合気管１７２を介して１次再生
槽１１０にも連結される。
【０１０５】
　これにより、再生槽温度センサー１３０を介して１次再生槽１１０の内部にある廃洗浄
液の温度が基準温度に到達したものと検出されたり、汚染測定センサー１６５を介して１
次再生槽１１０の内部の廃洗浄液の汚染度が基準汚染度に到達したものと測定されたりす
ると、廃スラッジポンプ１７４と電磁弁５５が作動して、廃スラッジが排出タンク１７３
に排出されるように制御部５９が制御する。廃スラッジの排出が完了すると、再び廃水流
入ポンプ１１３と電磁弁５５によって廃洗浄液を１次再生槽１１０に廃水レベルゲージ１
４０の設定基準面まで供給し、加熱ヒーター１２０によって水分を蒸発させて水蒸気で洗
浄液を加熱するようになり、水分の蒸発によって１次再生槽１１０内の廃洗浄液のレベル
が低下すると、洗浄槽２１０から再び廃洗浄液が供給されるようになる。
【０１０６】
　２次再生槽１１０’も１次再生槽１１０のように繰り返し作動されながら洗浄槽２１０
の洗浄液の清浄度が一定に維持されるように制御することができる。
【０１０７】
　そして、図５に説明されていない構成は、第１の実施例または第２実施例と同様なので
、詳細な説明は省略する。
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【０１０８】
　これに本発明によれば、廃水再生装置１００が洗浄装置２００とは別途に分離されるよ
うに廃水リサイクル洗浄設備が設けられることにより、洗浄液をいちいち交換する必要が
なく、維持管理が容易になり、廃水発生の最小化及び節水などを介してコストが節減され
るようにすることができる。
【０１０９】
（実施例４）
【０１１０】
　一方、本発明の第４の実施例による廃水再生装置１００は、図６に示すように、再生槽
１１０と、加熱ヒーター１２０と、廃水レベルゲージ１４０と、圧力ゲージ１６０と、廃
スラッジ排出アセンブリ１７０と、バブル除去ユニット１８０と、を含むことが、第１の
実施例ないし第３の実施例のいずれかとの相違点である。
【０１１１】
　再生槽１１０は、図６に示すように、外部の使用水処理装置５から排出される廃水が内
部に流入されて保存されるように、下部には使用水処理装置５の下部に連結された廃水流
入管１１１が連結され、内部に保存された廃水が加熱された後、蒸気の形で再び使用水処
理装置５の内部の使用水の中に供給されるように、上部には蒸気供給管１１７が連結され
、廃水流入管１１１には、廃水流入ポンプ１１３が備えられ、廃水流入管１１１で廃水流
入ポンプ１１３との間には、逆流防止用流入チェックバルブ１１５が備えられ、加熱ヒー
ター１２０によって加熱される廃水の温度を検出する再生槽温度センサー１３０が内部に
備えられる。
【０１１２】
　これにより、洗浄槽を含む洗浄装置やメッキ槽を含むめっき装置又は浄化槽を含む浄化
装置などの外部の使用水処理装置５に廃水再生装置１００の再生槽１１０が連結されて使
用水が処理された後、外部に排出される廃水を再生槽１１０で再生されることができるよ
うに保存することができる。
【０１１３】
　本発明による流入チェックバルブ１１５は、廃水流入ポンプ１１３によって再生槽１１
０の内部に流入される廃水が逆流するのを防止するように、廃水流入管１１１の内部の圧
力が一定に維持されるようにする役割も担当し、廃水流入管１１１で廃水流入ポンプ１１
３の前方には手動弁５１が、手動バルブ５１の前方には電磁弁５５を間に置いてストレー
ナー（ｓｔｒａｉｎｅｒ）５７が、廃水流入管１１１が再生槽１１０に連結される部分に
隣接する流入チェックバルブ１１５の後方には、別の手動弁５１が設けられる。
【０１１４】
　一方、蒸気供給管１１７は、外部の使用水処理装置５の内部に延長され、加熱ヒーター
１２０によって再生槽１１０の内部に流入される廃水のうち、水成分が加熱によって水蒸
気の形に変わって自然対流方式で蒸気供給管１１７を介して使用水処理装置５の内部の使
用水の中に曝気（ａｅｒａｔｉｏｎ）されるように蒸気供給管１１７の端部には、曝気ノ
ズル１１９が備えられる。
【０１１５】
　本発明による再生槽１１０には、内部の圧力が許容圧力より低くなると、再び許容圧力
以上に回復されるようにする復圧チェックバルブ１９０が備えられることが好ましい。
【０１１６】
　これにより、復圧チェックバルブ１９０によって再生槽１１０の内部の圧力が一定に維
持されることにより、廃水再生装置１００によって再生される蒸気が使用水処理装置５の
内部に円滑に供給されて循環されるようにすることができる。
【０１１７】
　また、再生槽１１０の内部で蒸気供給管１１７が連結された部位には、バブル除去ユニ
ット１８０によっても完全に除去されなかった蒸気バブルまたは液状物質が遠心力によっ
て旋回しながら円錐壁に沿って下降され、蒸気バブルまたは液状物質が分離された純粋蒸
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気だけが蒸気供給管１１７に上昇流入されるように液状分離部１９５が備えられることが
好ましい。
【０１１８】
　本発明による液状分離部１９５は、らせん状吸入口が設けられたらせん状サイクロン（
ｃｙｃｌｏｎｅ）で設けられることが好ましい。
【０１１９】
　加熱ヒーター１２０は、再生槽１１０の内部に延長されるように備えられて再生槽１１
０の内部に流入される廃水の水成分が加熱によって水蒸気の形に変わって自然対流方式で
蒸気供給管１１７を介して外部の使用水処理装置５の内部の使用水の中に曝気されるよう
に廃水を加熱する。
【０１２０】
　本発明による加熱ヒーター１２０は、再生槽１１０の内部に流入された廃洗浄液の温度
を高めて廃洗浄液が加熱蒸発されるように再生槽１１０の内部に延長して再生槽１１０に
電気ヒーターで備えられることができる。
【０１２１】
　廃水レベルゲージ１４０は、再生槽１１０に備えられて再生槽１１０の内部に保存され
た廃水の水位を検出する。
【０１２２】
　これにより、廃水レベルゲージ１４０を介して再生槽１１０の内部の廃水の水位を検出
して廃水流入ポンプ１１３または電磁弁５５の作動を制御することにより、再生槽１１０
に流入される廃水の流入量と使用水の目標清浄度及び目標温度を適切に管理することがで
きる。
【０１２３】
　本発明による廃水レベルゲージ１４０は、再生槽１１０の内部に保存された廃水が加熱
ヒーター１２０によって加熱されることによって沸き上りながら水位が不均一になること
を防止するレベル安定化カバー１５０によって保護されることが好ましい。
【０１２４】
　レベル安定化カバー１５０には、内部で保護される廃水レベルゲージ１４０側に廃水が
流入されて水位が形成されることができるように孔１５１が貫通されるように形成された
ことが好ましい。
【０１２５】
　一方、レベル安定化カバー１５０の孔１５１は、メッシュ（ｍｅｓｈ）形態の側壁に置
き換えてもよい。
【０１２６】
　圧力ゲージ１６０は、再生槽１１０に備えられて再生槽１１０の内部の圧力を検出する
。
【０１２７】
　これにより、加熱ヒーター１２０の作動によって発生する水蒸気の量を内部の圧力検出
を介してセンシングして蒸気供給管１１７に備えられた電磁弁５５を制御することにより
、再生槽１１０内部の水蒸気量と使用水処理装置５の内部に供給される水蒸気量を調節す
るようにすることができる。
【０１２８】
　廃スラッジ排出アセンブリ１７０は、再生槽１１０の一側に別途に分離されるように備
えられて再生槽１１０の下部に沈殿される廃水スラッジが外部に排出されるようにし、こ
れを外部で収容する。
【０１２９】
　より具体的に、廃スラッジ排出アセンブリ１７０は、図６に示すように、再生槽１１０
の下部に沈殿される廃水スラッジが外部に排出されるように再生槽１１０の下部に備えら
れ、再生槽１１０の下部に連結された排出配管１７１と、排出配管１７１を介して再生槽
１１０から排出される廃水スラッジが流入保存される排出タンク１７３と、排出タンク１
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７３に備えられて排出タンク１７３に保存された廃水スラッジの水位を検出する廃スラッ
ジレベルゲージ１７５と、を含む。
【０１３０】
　これにより、外部の使用水処理装置５で使用水を処理する間に汚染された廃水が廃水流
入ポンプ１１３の作動によって使用水処理装置５から廃水流入管１１１を介して再生槽１
１０の内部に流入されると、加熱ヒーター１２０が作動して廃水が再生槽１１０内で加熱
及び蒸発されて純粋な水の成分は、蒸気の形で再び蒸気供給管１１７を介して使用水処理
装置５の内部の使用水の中に供給され、残りの汚染物質は、水分を奪われた状態で排出タ
ンク１７３に保存されるようにすることができる。
【０１３１】
　排出配管１７１において手動弁５１と電磁弁５５との間には、他のストレーナー５７が
備えられることが好ましい。
【０１３２】
　一方、バブル除去ユニット１８０は、再生槽１１０の内部に保存された廃水が加熱され
て上がってくる水蒸気から蒸気バブルが除去されるように、再生槽１１０の内部で廃水レ
ベルゲージ１４０よりも上部に備えられる。
【０１３３】
　本発明によるバブル除去ユニット１８０は、水蒸気の蒸気バブルが物理的に衝突されて
爆発するように再生槽１１０の内壁に相互交差して設けられた複数の防護プレート１８１
と水蒸気の蒸気バブルを高温で爆発させるバブル除去ヒーター１８３の少なくともいずれ
かであることが好ましい。
【０１３４】
　つまり、バブル除去ユニット１８０は、複数の防護プレート１８１のみで設けられたり
、バブル除去ヒーター１８３のみで設けられることができ、または複数の防護プレート１
８１とバブル除去ヒーター１８３がともに構成されて設けられることもできるが、本発明
では、バブル除去ユニット１８０が、複数の防護プレート１８１とバブル除去ヒーター１
８３がともに構成されたものと説明する。
【０１３５】
　これにより、再生槽１１０の内部で加熱ヒーター１２０によって廃水が加熱されて上部
に上がってくる水蒸気が相互に交差して配置された複数の防護プレート１８１を通過し、
物理的に接触して蒸気バブルを暴発して除去し、それでも残った水蒸気中の液状物質は、
複数の防護プレート１８１の間の離隔された隙間を介して抜けて水柱の形で上昇しても、
バブル除去ヒーター１８３に接触して高温で加熱除去されることにより、最終的には、純
粋蒸気に近い成分のみが再生槽１１０の上部に連結された液状分離部１９５を経て蒸気供
給管１１７を介して外部の使用水処理装置５に供給されるようにすることにより、洗浄槽
やメッキ槽または浄化槽などで使用水が処理された後、外部に排出される廃水を廃水再生
装置１００を介してリサイクルして使用水処理装置５の使用水の処理品質が一定に維持さ
れるようにすることができる。
【０１３６】
　防護プレート１８１は、両端が下部に折り曲げられるように形成されたプレートで設け
られるが、複数の棒部材が互いに複雑に交差して上部と下部のスペースが蒸気が通過でき
る小さな隙間を介してのみ連結されるように設けられることができる。
【０１３７】
　本発明によるバブル除去ヒーター１８３は、メッシュ状や螺旋状の電気ヒーターで設け
られることが好ましい。
【０１３８】
　そして、図６に説明されていない構成は、第１の実施例ないし第３の実施例のいずれか
と同様なので、詳細な説明は省略する。
【０１３９】
（実施例５）
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【０１４０】
　一方、本発明の第５の実施例による廃水リサイクル洗浄設備は、図７に示すように、廃
水再生装置１００及び洗浄装置２００を含み、洗浄装置２００は、洗浄槽２１０と、洗浄
装入部２２０と、洗浄循環部２３０と、を含む。
【０１４１】
　本発明の第５の実施例による廃水リサイクル洗浄設備の洗浄装置２００を先ず説明する
と、次の通りである。
【０１４２】
　洗浄槽２１０は、図７に示すように、内部に洗浄液が収容され、上部が密閉されるよう
に備えられ、内部に収容された洗浄液の異物をろ過するフィルター部２１１が備えられ、
一側には洗浄循環部２３０に連結されて洗浄槽２１０の内部に収容された洗浄液の一部を
取り出すことができように洗浄液取り出し管２１３が連結される。
【０１４３】
　このとき、洗浄槽２１０の内部に収容される洗浄液は、使用水として工業用水やアルカ
リ用水などでもよい。
【０１４４】
　本発明による洗浄槽２１０には、内部に収容された洗浄液の温度を検出する洗浄槽温度
センサー２１５と、洗浄液の水位を検出する洗浄槽レベルセンサー２１７が備えられるこ
とが好ましい。一方、洗浄槽温度センサー２１５、洗浄槽レベルセンサー２１７は、制御
部５９に連結される。また、洗浄槽２１０には、洗浄液の汚染度を測定し、測定結果を制
御部５９に伝達する洗浄槽汚染測定センサーがさらに備えられてもよい。
【０１４５】
　これにより、洗浄槽温度センサー２１５または洗浄槽汚染測定センサーで検出された結
果に基づいて、制御部５９が廃水再生装置１００の廃水流入ポンプ１１３と加熱ヒーター
１２０の作動を制御することにより、洗浄液の目標清浄度と目標温度を管理することがで
き、洗浄槽レベルセンサー２１７で検出された結果に基づいて、制御部５９が廃水流入ポ
ンプ１１３の作動を制御することにより、洗浄液の適正水位を管理することができる。
【０１４６】
　洗浄装入部２２０は、図７に示すように、洗浄槽２１０の上部に備えられ、前方にはド
ア昇降駆動部２２１によって昇降されて洗浄装入部２２０を開閉するドア２２３が備えら
れ、内部に引き込まれる金属製品などの被洗浄物１が洗浄槽２１０の内部に収容された洗
浄液の中に浸かるように被洗浄物１を昇降させる洗浄昇降駆動部２２５が備えられる。
【０１４７】
　本発明による洗浄槽２１０の上部は気密されるように備えられるが、洗浄装入部２２０
とは連通されるように備えられることが好ましい。
【０１４８】
　洗浄昇降駆動部２２５には、洗浄装入部２２０の内部に引き込まれた被洗浄物１が定着
される昇降キャリッジ２２７が装着される。
【０１４９】
　一方、図示されてはいないが、昇降キャリッジ２２７または被洗浄物１の下部には、コ
ンベアベルト（ｃｏｎｖｅｙｅｒ　ｂｅｌｔ）のような移送手段が備えられて被洗浄物１
が水平方向に移送されるようにすることが好ましい。
【０１５０】
　洗浄循環部２３０は、図７に示すように、洗浄槽２１０と洗浄装入部２２０の少なくと
もいずれかに備えられて被洗浄物１に接触される洗浄液に圧力をかけて被洗浄物１を洗浄
し、洗浄液を循環させるものであって、洗浄液取り出し管２１３が連結されて洗浄液の一
部が噴射される循環経路を提供するスプレー配管２３１と、洗浄槽２１０の内部に備えら
れたスプレーノズル２３３と、洗浄槽２１０の内部に収容された洗浄液の一部が抽出され
てスプレーノズル２３３を介して噴射されるように洗浄槽２１０とスプレーノズル２３３
との間に備えられたスプレーポンプ２３５と、を含む。
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【０１５１】
　本発明によるスプレー配管２３１の一側には、外部から高圧のエアが供給されることが
好ましい。
【０１５２】
　一方、本発明による洗浄循環部２３０は、スプレーノズル２３３とスプレーポンプ２３
５を含むものと説明したが、洗浄循環部２３０は、洗浄槽２１０の内部でエアバブル（ａ
ｉｒ　ｂｕｂｂｌｅ）を起こす手段やワールプール（ｗｈｉｒｌｐｏｏｌ）方式で洗浄槽
２１０の内部に収容された洗浄液の内部に渦流を引き起こす手段として設けられることが
できる。
【０１５３】
　本発明によるスプレーノズル２３３は、洗浄装入部２２０の内部にも備えられることが
好ましい。
【０１５４】
　これにより、洗浄装入部２２０の内部に引き込まれた被洗浄物１が洗浄昇降駆動部２２
５の駆動により洗浄槽２１０に下降されて洗浄液の中に浸かった後、洗浄液の中で下部の
スプレーノズル２３３を介して噴射される洗浄液によってあらかじめ一度洗浄された後に
、洗浄昇降駆動部２２５の駆動により洗浄槽２１０から上昇して洗浄装入部２２０の内部
から外部に搬出される前に洗浄装入部２２０の内部で上部のスプレーノズル２３３を介し
て噴射される洗浄液によってもう一度洗浄されるようにすることができる。
【０１５５】
　スプレー配管２３１は、スプレーポンプ２３５の作動により洗浄槽２１０の内部の洗浄
液がスプレーノズル２３３を介して噴射されるように洗浄槽２１０とスプレーノズル２３
３との間を連結して、洗浄液が流動される通路を提供する。
【０１５６】
　本発明によるスプレー配管２３１は、洗浄装入部２２０の内部に延長された上部配管と
洗浄槽２１０の内部に延長された下部配管で構成されることが好ましい。
【０１５７】
　本発明によるスプレーポンプ２３５は、制御部５９の制御によりスプレーノズル２３３
を介して洗浄液が噴射されるように、スプレー配管２３１の上部配管及び下部配管が互い
に分岐する地点に備えられることが好ましい。このとき、スプレーポンプ２３５からスプ
レーノズル２３３まで連結された上部配管及び下部配管でスプレーポンプ２３５に隣接し
た位置には、それぞれ制御部５９によって制御されるソレノイドバルブなどの電磁弁５５
が備えられることが好ましい。
【０１５８】
　これにより、スプレー配管２３１の上部配管及び下部配管にそれぞれ備えられた電磁弁
５５の少なくともいずれか一つを制御部５９を介して制御することにより、洗浄液が上部
のスプレーノズル２３３と下部のスプレーノズル２３３の少なくともいずれか一つを介し
て噴射されるようにスプレー配管２３１での洗浄液の流れ方向を制御することができる。
【０１５９】
　一方、本発明による電磁弁５５は、場合によって、手動弁５１に置き換えてもよい。
【０１６０】
　廃水再生装置１００は、図７に示すように、洗浄槽２１０とは別途に分離されるように
備えられるが、洗浄槽２１０から排出される廃洗浄液が内部に流入されて保存され、内部
に保存された廃洗浄液が加熱された後、蒸気の形で再び洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中
に洗浄曝気ノズル１１９ａを介して供給されるよう上部に備えられた蒸気供給管１１７を
介して洗浄槽２１０に連結される再生槽１１０と、再生槽１１０に備えられて廃洗浄液を
加熱する加熱ヒーター１２０と、廃洗浄液に化学的に結合された汚染物質は、水分を奪わ
れた状態で別途に排出されるよう備えられた廃スラッジ排出アセンブリ１７０と、再生槽
１１０の内部に保存された廃洗浄液が加熱されて上がってくる水蒸気から蒸気バブルが除
去されるように、再生槽１１０の内部に備えられたバブル除去ユニット１８０を含む。
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【０１６１】
　再生槽１１０は、洗浄槽２１０で別途に備えられるが、洗浄槽２１０から排出される廃
洗浄液が内部に流入されて保存されるように、下部には廃水流入管１１１が連結され、廃
水流入管１１１には、廃水流入ポンプ１１３が備えられ、廃水流入管１１１で廃水流入ポ
ンプ１１３との間には、流入チェックバルブ１１５が備えられる。
【０１６２】
　これにより、廃水流入管１１１上に備えられた電磁弁５５と廃水流入ポンプ１１３が制
御部５９によって制御されることにより、洗浄槽２１０の内部に収容されているが、洗浄
が行われている間、汚染された廃洗浄液が再生槽１１０の内部に流入されることを選択的
に制御することができ、蒸気供給管１１７上に備えられた電磁弁５５が制御部５９によっ
て制御されることにより、再生槽１１０の内部で廃洗浄液が加熱及び蒸発して発生された
蒸気が洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中に供給されることを選択的に制御することができ
る。
【０１６３】
　また、再生槽１１０には、再生槽１１０の内部に保存されて加熱ヒーター１２０によっ
て加熱される廃洗浄液の温度を検出するように再生槽温度センサー１３０が備えられ、再
生槽１１０の内部に保存された廃洗浄液の水位を検出するように廃水レベルゲージ１４０
が備えられ、再生槽１１０の内部の圧力を検出するように圧力ゲージ１６０が備えられる
。
【０１６４】
　これにより、再生槽温度センサー１３０または廃水レベルゲージ１４０で検出された結
果に基づいて、制御部５９が廃水流入ポンプ１１３または電磁弁５５の作動を制御するこ
とにより洗浄液の目標清浄度と目標温度を精密に管理することができ、加熱ヒーター１２
０の作動によって発生される水蒸気の量を内部の圧力検出を介してセンシングして蒸気供
給管１１７に備えられた電磁弁５５を制御部５９が制御することにより、再生槽１１０の
内部の水蒸気量と洗浄槽２１０の内部に供給される水蒸気量を調節するようにすることが
できる。
【０１６５】
　加熱ヒーター１２０は、再生槽１１０の内部に流入される廃洗浄液中の水成分が加熱に
よって水蒸気の形に変わって自然対流方式で蒸気供給管１１７を介して洗浄槽２１０の内
部の洗浄液中に曝気されるように再生槽１１０に備えられて廃洗浄液を加熱する。
【０１６６】
　このとき、蒸気供給管１１７を介して洗浄液の内部に供給される水蒸気の気泡が洗浄液
の中で渦流を形成して洗浄液で被洗浄物１を洗浄する能力が向上されるように、蒸気供給
管１１７から洗浄槽２１０の内部に延長されて洗浄液の中に浸かられる端部には、外周面
上に複数の孔が形成された洗浄曝気ノズル１１９ａが備えられることが好ましい。
【０１６７】
　これにより、洗浄曝気ノズル１１９ａを介して廃水再生装置１００から蒸気が洗浄槽２
１０の内部に収容された洗浄液に供給されて洗浄液を加熱させて凝縮されてきれいな状態
の洗浄液が続けて維持されるようにすることができる。
【０１６８】
　本発明による加熱ヒーター１２０は、再生槽１１０の内部に流入された廃洗浄液の温度
を高めて廃洗浄液が加熱蒸発されるように再生槽１１０の内部に延長して再生槽１１０に
電気ヒーターで備えられることができる。
【０１６９】
　廃スラッジ排出アセンブリ１７０は、図７に示すように、再生槽１１０の下部に連結さ
れた排出配管１７１と、再生槽１１０の一側に別途に分離して備えられた排出タンク１７
３と、再生槽１１０から廃スラッジの排出の流れが選択的に開閉されるように排出配管１
７１に備えられた手動弁５１と電磁弁５５を含む。
【０１７０】
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　これにより、被洗浄物１を洗浄する間に、汚染された廃洗浄液が廃水流入ポンプ１１３
の作動により洗浄槽２１０から廃水流入管１１１を介して再生槽１１０の内部に流入され
ると、加熱ヒーター１２０が作動して廃洗浄液が再生槽１１０内で加熱及び蒸発されて純
粋な水の成分は、蒸気の形で再び蒸気供給管１１７を介して洗浄槽２１０の内部の洗浄液
の中に供給され、残りの汚染物質は、水分を奪われた状態で排出タンク１７３に保存され
るようにすることができる。
【０１７１】
　また、廃水再生装置１００の加熱ヒーター１２０によって加熱および蒸発されて、蒸気
供給管１１７を介して洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中に再び供給される蒸気は、その温
度が高温で洗浄槽２１０の内部の洗浄液を蒸気供給管１１７を介して間接的に加熱させる
ことができる。そして、洗浄液を間接的に加熱させる間、熱を奪われた水蒸気は、洗浄液
の中で凝縮されて洗浄液の中に含まれることにより、水の外部からの追加的な供給を最小
化させることができる。
【０１７２】
　一方、本発明による排出タンク１７３は、再生槽１１０の下部に備えられた排出配管１
７１を介して再生槽１１０に着脱可能に結合されるように備えられることが好ましい。
【０１７３】
　これにより、電磁弁５５が制御部５９によって制御されることにより、再生槽１１０の
内部で廃洗浄液が加熱および蒸発されて水分を奪われた状態になった廃スラッジが選択的
に排出または排出遮断されるようにすることができ、排出タンク１７３が排出配管１７１
に結合された状態では、電磁弁５５が制御部５９によって制御されることにより、再生槽
１１０の内部の廃スラッジが排出タンク１７３に流入されて保存されるようにすることが
できる。
【０１７４】
　バブル除去ユニット１８０は、水蒸気の蒸気バブルが物理的に衝突されて爆発するよう
に再生槽１１０の内壁に相互交差して設けられた複数の防護プレート１８１と水蒸気の蒸
気バブルを高温で爆発させるバブル除去ヒーター１８３の少なくともいずれかであること
が好ましい。
【０１７５】
　本発明では、バブル除去ユニット１８０が、複数の防護プレート１８１とバブル除去ヒ
ーター１８３がともに構成されたものと説明する。
【０１７６】
　このような構成により、本発明の第５の実施例による廃水リサイクル洗浄設備が作動さ
れる過程を図７を参照して説明すると、次の通りである。
【０１７７】
　まず、洗浄装入部２２０のドア昇降駆動部２２１が作動してドア２２３が開放された状
態で被洗浄物１が洗浄装入部２２０の内部に引き込まれると、ドア２２３は、ドア昇降駆
動部２２１の駆動により下降及び閉鎖されて洗浄装入部２２０の内部空間が外部から密閉
されるようにする。
【０１７８】
　次に、洗浄昇降駆動部２２５の駆動により昇降キャリッジ２２７が洗浄槽２１０に下降
されて被洗浄物１が洗浄液の中に浸かるようにする。
【０１７９】
　そして、スプレー配管２３１の下部配管に備えられたスプレーポンプ２３５が作動する
ようにして洗浄槽２１０の内部で下部に位置されるように延長されたスプレーノズル２３
３を介して洗浄液が被洗浄物１にスプレー噴射されるようにする。
【０１８０】
　被洗浄物１が洗浄液の中に浸かった後に一定時間が経過すると、洗浄昇降駆動部２２５
の駆動により被洗浄物１が洗浄槽２１０から上昇して再び洗浄装入部２２０の内部に引き
込まれるようにし、スプレー配管２３１の上部配管に備えられたスプレーポンプ２３５が
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作動するようにして洗浄装入部２２０の内部に延長されたスプレーノズル２３３を介して
洗浄液が被洗浄物１にスプレー噴射されるようにする。
【０１８１】
　洗浄装入部２２０でスプレー洗浄を完了した被洗浄物１は、ドア昇降駆動部２２１の駆
動によりドア２２３が開放されると、洗浄装入部２２０の外部に搬出される。
【０１８２】
　被洗浄物１の洗浄は、前述した過程を介して行われる。しかし、洗浄槽２１０の内部に
収容された洗浄液は、前述した洗浄工程が繰り返し行われることによって徐々に異物が増
加されて汚染度が増加することになり、洗浄能力が低下する。
【０１８３】
　このとき、洗浄液の温度を検出する洗浄槽温度センサー２１５で検出された結果に基づ
いて、制御部５９は、検出された温度が設定温度よりも低いと、洗浄液の汚染度が基準値
以上であると判断して廃水再生装置１００の廃水流入ポンプ１１３及び加熱ヒーター１２
０などが作動するように制御することができる。
【０１８４】
　より具体的に、廃水流入ポンプ１１３の作動により洗浄槽２１０から廃洗浄液が廃水流
入管１１１を介して再生槽１１０に流入されると、制御部５９は、加熱ヒーター１２０を
作動させて廃洗浄液が再生槽１１０内で加熱及び蒸発されて水蒸気になるようにし、発生
した水蒸気は、蒸気供給管１１７を介して洗浄槽２１０の内部に再び供給するように洗浄
液の温度を再び昇温させる。
【０１８５】
　一方、再生槽１１０内での水蒸気の発生による廃洗浄液の水位低下は、廃水レベルゲー
ジ１４０を介して検出されて廃水流入ポンプ１１３の作動によって自動的に補充されるよ
うにする。しかし、このような補充が数十回繰り返したら、再生槽１１０内の廃洗浄液の
汚染濃度がさらに高くなって沸点も高くなる。
【０１８６】
　このとき、再生槽温度センサー１３０を介して廃洗浄液の温度が基準温度に到達したも
のと制御部５９が判断すると、電磁弁５５を作動させて廃スラッジが排出タンク１７３に
保存されるようにすることができる。また、タイマーによって一定周期で廃スラッジが排
出タンク１７３に保存されるようにすることもできる。
【０１８７】
　一方、再生槽１１０の内部で加熱ヒーター１２０によって廃洗浄液が加熱されて水蒸気
の形で上部に上がってくると、相互交差して配置された複数の防護プレート１８１を通過
し、物理的に接触して水蒸気の中の蒸気バブルは爆発して除去され、それでも残った水蒸
気の中の液状物質は、複数の防護プレート１８１との間の離隔された隙間を抜け出して上
昇してもバブル除去ヒーター１８３に接触して高温で加熱除去され、最終的には、純粋な
蒸気に近い成分のみが再生槽１１０の上部に連結された液状分離部１９５を経て蒸気供給
管１１７を介して洗浄装置２００の洗浄槽２１０の内部に収容された洗浄液の中に供給さ
れる。
【０１８８】
　これにより、洗浄液が継続的に浄化及び循環されて洗浄液の清浄度が一定に維持される
ように廃水再生装置１００が洗浄槽２１０とは別途に分離されるように廃水リサイクル洗
浄設備が設けられることにより、洗浄液の汚染を防止して被洗浄物１の洗浄品質が一定に
維持されるようにすることができるとともに、洗浄液をいちいち交換する必要がないよう
に廃水リサイクル洗浄設備が設けられることにより、維持管理が容易になり、廃水発生の
最小化及び節水などによりコストが節減されるようにすることができる。
【０１８９】
　そして、図７に説明されていない構成は、第１の実施例ないし第４の実施例のいずれか
と同様なので、詳細な説明は省略する。
【０１９０】
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（実施例６）
【０１９１】
　本発明の第６の実施例による廃水リサイクル洗浄設備は、図８に示すように、洗浄槽２
１０の一側に隔壁２４１によって区画され、内部に収容された再生洗浄液が洗浄装入部２
２０の内部に備えられたスプレーノズル２３３を介して供給されるように再生洗浄液循環
配管２４３が連結されて廃洗浄液が蒸発されて発生する蒸気を凝縮して保存する再生洗浄
液貯留槽２４０が備えられ、再生洗浄液貯留槽２４０の内部には、蒸気供給管１１７に連
結された再生曝気ノズル１１９ｂが備えられるのが、第１の実施例ないし第５の実施例の
いずれかとの相違点である。
【０１９２】
　より具体的に、廃水再生装置１００の蒸気供給管１１７が洗浄槽２１０の内部と再生洗
浄液貯留槽２４０の内部にそれぞれ延長されて、蒸気供給管１１７を介して再生槽１１０
から供給される純粋な蒸気は、洗浄曝気ノズル１１９ａと再生曝気ノズル１１９ｂを介し
て洗浄槽２１０と再生洗浄液貯留槽２４０にすべて供給され、再生洗浄液貯留槽２４０に
は、新鮮洗浄液供給配管２４０ａが備えられることにより、再生洗浄液貯留槽２４０の内
部には、洗浄槽２１０の内部に収容された洗浄液より清浄な状態の洗浄水が保存され、再
生洗浄液循環配管２４３に備えられた再生洗浄液循環ポンプ２４５の駆動により再生洗浄
液貯留槽２４０の内部に収容された清浄洗浄水が再生洗浄液循環配管２４３を介してスプ
レーノズル２３３が備えられたスプレー配管２３１に供給されるように備えられる。
【０１９３】
　本発明の第６の実施例による再生洗浄液貯留槽２４０には、再生洗浄液の温度を検出す
る再生洗浄液温度センサー２４７と、再生洗浄液の水位を検出する再生洗浄液レベルセン
サー２４９が備えられることが好ましい。
【０１９４】
　これにより、被洗浄物１が洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中に浸かった状態で、スプレ
ーポンプ２３５の駆動により下部のスプレーノズル２３３を介して高圧のエアバブルで１
次洗浄された後、洗浄昇降駆動部２２５の駆動により洗浄槽２１０から上昇して洗浄装入
部２２０の内部で引き出される前に、スプレーポンプ２３５の駆動により上部のスプレー
ノズル２３３を介して２次シャワー洗浄され（２次シャワー洗浄は、必要に応じて省略可
能）、再生洗浄液循環ポンプ２４５の駆動により再生洗浄液貯留槽２４０の内部に収容さ
れた清浄洗浄水で上部のスプレーノズル２３３を介して３次シャワー洗浄されてから、洗
浄装入部２２０の外部に搬出されるようにすることにより、被洗浄物１の洗浄品質がさら
に向上されるようにすることができる。
【０１９５】
　そして、図８に説明されていない構成は、第１の実施例ないし第５の実施例のいずれか
と同様なので、詳細な説明は省略する。
【０１９６】
（実施例７）
【０１９７】
　本発明の第７の実施例による廃水リサイクル洗浄設備は、図９に示すように、洗浄槽２
１０の内部で蒸気供給管１１７に連結された洗浄熱交換部２５０が備えられるのが、第１
の実施例ないし第６の実施例のいずれかとの相違点である。
【０１９８】
　このとき、凝縮された再生洗浄液は、再生洗浄液貯留槽２４０に供給されるようにする
ことができる。
【０１９９】
　これにより、洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中で洗浄熱交換部２５０が蒸気供給管１１
７を介して再生槽１１０から供給される蒸気の熱を用いて洗浄液と熱交換されるようにす
ることにより、洗浄液の温度を上昇させて洗浄液の洗浄性能がさらに向上されるようにす
ることができる。
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【０２００】
　そして、図９に説明されていない構成は、第１の実施例ないし第６の実施例のいずれか
と同様なので、詳細な説明は省略する。
【０２０１】
（実施例８）
【０２０２】
　本発明の第８の実施例による廃水リサイクル洗浄設備は、図１０に示すように、蒸気供
給管１１７が洗浄装入部２２０の内部に備えられたスプレーノズル２３３を介して蒸気を
供給するようにスプレーノズル２３３が備えられた上部のスプレー配管２３１にも連結さ
れることが、第１の実施例ないし第７の実施例のいずれかとの相違点である。
【０２０３】
　これにより、被洗浄物１が洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中に浸かった状態で、スプレ
ーポンプ２３５の駆動により下部のスプレーノズル２３３を介して高圧のエアバブルで１
次洗浄された後、洗浄昇降駆動部２２５の駆動により洗浄槽２１０から上昇して洗浄装入
部２２０の内部で引き出される前に、スプレーポンプ２３５の駆動により上部のスプレー
ノズル２３３を介して２次シャワー洗浄され、再生洗浄液循環ポンプ２４５の駆動により
再生洗浄液貯留槽２４０の内部に収容された清浄洗浄水で上部のスプレーノズル２３３を
介して３次シャワー洗浄され、蒸気供給管１１７を介して廃水再生装置１００から供給さ
れて上部のスプレーノズル２３３を介して噴射される高温の蒸気で乾燥及び残存の洗浄液
が除去されてから、洗浄装入部２２０の外部に搬出されるようにすることにより、別途の
施設やエネルギー消費がなくても被洗浄物１の洗浄品質がさらに向上されるようにするこ
とができる。
【０２０４】
　そして、図１０に説明されていない構成は、第１の実施例ないし第７の実施例のいずれ
かと同様なので、詳細な説明は省略する。
【０２０５】
（実施例９）
【０２０６】
　本発明の第９の実施例による廃水リサイクル洗浄設備は、図１１に示すように、洗浄装
入部２２０の後方に洗浄槽２１０で洗浄が完了した被洗浄物１が洗浄装入部２２０に上昇
して追加でシャワー洗浄された後、移送されて乾燥される乾燥チャンバー２６０が備えら
れ、蒸気供給管１１７は、乾燥チャンバー２６０の内部に備えられた蒸気噴射ノズル２６
１を介して蒸気を供給するように蒸気噴射ノズル２６１が備えられた蒸気ノズル配管２６
３にも連結されることが、第１の実施例ないし第８の実施例のいずれかとの相違点である
。
【０２０７】
　これにより、被洗浄物１が洗浄槽２１０の内部の洗浄液の中に浸かった状態で、スプレ
ーポンプ２３５の駆動により下部のスプレーノズル２３３を介して高圧のエアバブルで１
次洗浄された後、洗浄昇降駆動部２２５の駆動により洗浄槽２１０から上昇して洗浄装入
部２２０の内部で引き出される前に、スプレーポンプ２３５の駆動により上部のスプレー
ノズル２３３を介して２次シャワー洗浄され、再生洗浄液循環ポンプ２４５の駆動により
再生洗浄液貯留槽２４０の内部に収容された清浄洗浄水で上部のスプレーノズル２３３を
介して３次シャワー洗浄され、被洗浄物１が乾燥チャンバー２６０の内部に装入されるよ
うに移送して、蒸気供給管１１７と蒸気ノズル配管２６３を介して廃水再生装置１００か
ら供給されて、蒸気噴射ノズル２６１を介して噴射される高温の蒸気で乾燥および残存洗
浄液が除去されてから、乾燥チャンバー２６０から洗浄装入部２２０を経て外部に搬出さ
れるように移送することにより、被洗浄物１の洗浄品質がさらに向上されるようにするこ
とができる。
【０２０８】
　一方、乾燥チャンバー２６０の内部で乾燥がもう少し速く進行されるように乾燥チャン
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バー２６０内には、乾燥ヒーター２６５や乾燥チャンバー２６０内の空気を循環させるこ
とができる空気循環ブロア２６７のような循環手段がさらに備えられることができ、上部
には、乾燥チャンバー２６０の内部に満たした水蒸気を外部に排出させるベント弁２６９
がさらに備えられることができる。
【０２０９】
　そして、図１１に説明されていない構成は、第１の実施例ないし第８の実施例のいずれ
かと同様なので、詳細な説明は省略する。
【０２１０】
（実施例１０）
【０２１１】
　本発明の第１０の実施例による廃水リサイクル洗浄設備は、図１２に示すように、廃水
再生装置１００と洗浄装入部２２０の間に廃水再生装置１００の圧力より低い圧力に維持
され、バブル除去ユニット１８０が内部にさらに設けられた追加バブル除去装置３００が
備えられて洗浄槽２１０に先に連結された再生槽１１０で加熱処理された蒸気が、追加バ
ブル除去装置３００に順次流入されるように備えられるのが、第１の実施例ないし第９の
実施例のいずれかとの相違点である。
【０２１２】
　これにより、廃水再生装置１００の再生槽１１０から蒸気供給管１１７を介して供給さ
れる蒸気にバブルや液状物質が完全に除去されずに残存しても追加バブル除去装置３００
に流入されて内部の低圧でバブルは削除され、バブル除去ユニット１８０によって液状物
質が完全に蒸発されるようにすることにより、洗浄装置２００には異物が混入されていな
い、より純粋な蒸気のみが供給されるようにすることができる。
【０２１３】
　そして、図１２に説明されていない構成は、第１の実施例ないし第９の実施例のいずれ
かと同様なので、詳細な説明は省略する。
【０２１４】
（実施例１１）
【０２１５】
　本発明の第１１の実施例による廃水リサイクル洗浄設備は、図１３に示すように、再生
槽１１０の内部で上部には少なくとも一つ以上の区画プレート４０１で隔離された少なく
とも一つ以上の多段バブル除去室４００が備えられ、多段バブル除去室４００には、内部
の圧力を順次下げるように蒸気の排出量を調節するバブル除去バルブ４１０が備えられた
蒸気配管が連結されることが、第１の実施例ないし第１０の実施例のいずれかとの相違点
である。
【０２１６】
　より具体的に、図１３に示すように、多段バブル除去室４００が上下で二つ備えられる
場合、再生槽１１０に満たした蒸気は下部にある多段バブル除去室４００に連結された蒸
気配管を介して流入されるが、このとき、下部にあるバブル除去バルブ４１０を介して流
入量が調節されて下部にある多段バブル除去室４００では、再生槽１１０での圧力よりも
低くなり、圧力差によって膨張及び温度が低下してバブルが除去されてから、上部にある
多段バブル除去室４００に連結された蒸気配管を介して流入され、同様にこのとき上部に
あるバブル除去バルブ４１０を介して２次で流入量が調節されて上部にある多段バブル除
去室４００では、下部の多段バブル除去室４００での圧力よりも低くなって、圧力差によ
ってバブルがより確実に除去された後、洗浄装置２００に送られる。
【０２１７】
　一方、バブルが爆発しながらバブルが除去されるとき、多段バブル除去室４００に発生
する汚染物質は、チェックバルブを介して排出タンク１７３にドレインされるようにする
ことができ、ブロックプレート４０１の上下部には、蒸気の流動を一部遮ってバブルが衝
突するようにして内部の圧力を低下させる圧力低減パーティション４０３が備えられるこ
とができ、再生槽１１０の下部に備えられる廃水レベルゲージは、廃洗浄液の上限水位を
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検出する上部レベルゲージ１４０ａと廃洗浄液の下限水位を検出する下部レベルゲージ１
４０ｂを含むことができ、復圧チェックバルブ１９０側には、安全弁１９１がさらに備え
られることができる。
【０２１８】
　これにより、バブルを除去する手段が再生槽１１０の内部に内蔵型で備えられることに
より、廃水再生装置１００の再生槽１１０から蒸気供給管１１７を介して供給される蒸気
にバブルや液状物質が完全に除去されずに残存しても、多段バブル除去室４００に流入さ
れて内部の低圧でバブルは除去され、バブル除去バルブ４１０によって液状物質が完全に
蒸発されるようにすることにより、洗浄装置２００には異物が混合しない、より純粋な蒸
気だけが供給されるようにすることができる。
【０２１９】
　そして、図１３に説明されていない構成は、第１の実施例ないし第１０の実施例のいず
れかと同様なので、詳細な説明は省略する。
【０２２０】
　これに、本発明によれば、洗浄液をいちいち交換する必要がなく、維持管理が容易であ
り、廃水発生の最小化及び節水などを介してコストが節減されるようにすることができる
。
【０２２１】
　前記により説明され、添付図面でその技術的な面が記述されたが、本発明の技術的思想
は、その説明のためのものであり、制限されるものではなく、本発明の技術分野で通常の
技術的な知識を有する者は、本発明の技術的思想を以下に後述する特許請求の範囲に記載
された技術領域から外れない範囲内で、本発明を多様に修正及び変更させることができる
ことを理解できるだろう。
【符号の説明】
【０２２２】
　　１００：廃水再生装置
　　１１０：再生槽
　　１２０：加熱ヒーター
　　１４０：廃水レベルゲージ
　　１５０：レベル安定化カバー
　　１６０：圧力ゲージ
　　１７０：廃スラッジ排出アセンブリ
　　１８０：バブル除去ユニット
　　１８１：防護プレート
　　１８３：バブル除去ヒーター
　　１９０：復圧チェックバルブ
　　１９５：液状分離部
　　２１０：洗浄槽
　　２２０：洗浄装入部
　　２３０：洗浄循環部
　　２４０：再生洗浄液貯留槽
　　２５０：洗浄熱交換部
　　２６０：乾燥チャンバー
　　３００：追加バブル除去装置
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